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(57)【要約】
【課題】複数のデータの中から所望のデータを選択する
際の操作性を向上する。
【解決手段】複数のデータの識別が可能な識別情報を複
数のデータについて一覧にした第１一覧画像を表示可能
な表示部１２と、第１一覧画像の表示を指示する第１指
示操作が可能な操作部と、第１指示操作に応じて第１一
覧画像を表示部１２に表示させる第１一覧表示処理を実
行する処理部とを備え、操作部は、第１一覧画像が表示
部１２に表示されている状態において１つ以上のデータ
を選択する選択操作、および選択したデータについての
識別情報だけを一覧にした第２波形表示画像Ｇ２の表示
を指示する第２指示操作が可能に構成され、処理部は、
第２指示操作に応じて第１一覧画像に代えて第２波形表
示画像Ｇ２を表示部１２に表示させる第２一覧表示処理
を実行する。
【選択図】図５



(2) JP 2017-130084 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータの識別が可能な識別情報を当該複数のデータについて一覧にした第１一覧
画像を表示可能な表示部と、前記第１一覧画像の表示を指示する第１指示操作が可能な操
作部と、前記第１指示操作に応じて前記第１一覧画像を前記表示部に表示させる第１一覧
表示処理を実行する処理部とを備えた電子機器であって、
　前記操作部は、前記第１一覧画像が前記表示部に表示されている状態において１つ以上
の前記データを選択する選択操作、および当該選択したデータについての前記識別情報だ
けを一覧にした第２一覧画像の表示を指示する第２指示操作が可能に構成され、
　前記処理部は、前記第２指示操作に応じて前記第１一覧画像に代えて前記第２一覧画像
を前記表示部に表示させる第２一覧表示処理を実行する電子機器。
【請求項２】
　前記操作部は、前記第１一覧画像の対象とする前記データの条件を入力する条件入力操
作が可能に構成され、
　前記処理部は、前記条件入力操作によって入力された条件を満たす前記データについて
の前記識別情報だけを前記第１一覧画像に表示させる請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　表示部、操作部および処理部を備えた電子機器に対して画像表示の処理を実行させる表
示プログラムであって、
　複数のデータの識別が可能な識別情報を当該複数のデータについて一覧にした第１一覧
画像を、当該操作部に対する第１指示操作に応じて前記表示部に表示させる第１一覧表示
処理を前記処理部に実行させ、
　前記第１一覧画像が前記表示部に表示されている状態において１つ以上の前記データを
選択する選択操作が前記操作部に対してされると共に、前記選択したデータについての前
記識別情報だけを一覧にした第２一覧画像の表示を指示する第２指示操作が前記操作部に
対してされたときに、前記第１一覧画像に代えて前記第２一覧画像を前記表示部に表示さ
せる第２一覧表示処理を前記処理部に実行させる表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部、操作部および処理部を備えた電子機器、並びにその電子機器に対し
て画像表示の処理を実行させる表示プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の機器として、下記特許文献１に開示された携帯装置（クライアント）が知られ
ている。この携帯装置は、表示部（描画・画面表示部）、ユーザインタフェース制御部、
検索部、コンテンツ・メタデータ管理部および通信制御部を備えて構成されている。また
、この携帯装置は、ユーザによって入力された検索条件を満たすコンテンツを示す情報を
表示部に一覧表示する機能を有している。この機能を利用することで、数多くのコンテン
ツの中から所望のコンテンツを選択する際に、所望のコンテンツに類似するコンテンツを
検索条件によって絞り込むことができるため、所望のコンテンツを選択する操作の効率を
向上させることが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２１０６５号公報（第５－７頁、第２図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記の携帯装置には、改善すべき以下の課題が存在する。すなわち、上記の
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携帯装置では、検索条件によって絞り込んだコンテンツを示す情報を一覧表示することが
可能となっている。しかしながら、絞り込んだコンテンツの数が多いときには、それらの
コンテンツを示す情報の全てを表示部の１つの画面内（表示領域内）に一度に表示するこ
とができないことがある。このような場合には、画面をスクロールさせつつ表示されてい
るコンテンツの中から所望のコンテンツを選択操作によって選択する必要があるため、例
えば、所望のコンテンツを複数選択するときには、選択した複数のコンテンツを示す情報
が１つの画面内に存在しないことがあり、所望のコンテンツを全て選択したか否かを一目
では確認することができないこととなる。このようなときには、選択したコンテンツを確
認（選択したことを示すチェックマークを確認）する際に、選択したコンテンツを示す情
報が表示されるまで画面を再びスクロールさせる煩雑な操作を行う必要がある。このよう
に、この携帯装置には、数多くのコンテンツの中から所望のコンテンツを選択する際の操
作性が悪いという課題があり、その改善が望まれている。
【０００５】
　本発明は、かかる課題を解決すべくなされたものであり、複数のデータの中から所望の
データを選択する際の操作性を向上し得る電子機器および表示プログラムを提供すること
を主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成すべく請求項１記載の電子機器は、複数のデータの識別が可能な識別情
報を当該複数のデータについて一覧にした第１一覧画像を表示可能な表示部と、前記第１
一覧画像の表示を指示する第１指示操作が可能な操作部と、前記第１指示操作に応じて前
記第１一覧画像を前記表示部に表示させる第１一覧表示処理を実行する処理部とを備えた
電子機器であって、前記操作部は、前記第１一覧画像が前記表示部に表示されている状態
において１つ以上の前記データを選択する選択操作、および当該選択したデータについて
の前記識別情報だけを一覧にした第２一覧画像の表示を指示する第２指示操作が可能に構
成され、前記処理部は、前記第２指示操作に応じて前記第１一覧画像に代えて前記第２一
覧画像を前記表示部に表示させる第２一覧表示処理を実行する。
【０００７】
　また、請求項２記載の電子機器は、請求項１記載の電子機器において、前記操作部は、
前記第１一覧画像の対象とする前記データの条件を入力する条件入力操作が可能に構成さ
れ、前記処理部は、前記条件入力操作によって入力された条件を満たす前記データについ
ての前記識別情報だけを前記第１一覧画像に表示させる。
【０００８】
　また、請求項３記載の表示プログラムは、表示部、操作部および処理部を備えた電子機
器に対して画像表示の処理を実行させる表示プログラムであって、複数のデータの識別が
可能な識別情報を当該複数のデータについて一覧にした第１一覧画像を、当該操作部に対
する第１指示操作に応じて前記表示部に表示させる第１一覧表示処理を前記処理部に実行
させ、前記第１一覧画像が前記表示部に表示されている状態において１つ以上の前記デー
タを選択する選択操作が前記操作部に対してされると共に、前記選択したデータについて
の前記識別情報だけを一覧にした第２一覧画像の表示を指示する第２指示操作が前記操作
部に対してされたときに、前記第１一覧画像に代えて前記第２一覧画像を前記表示部に表
示させる第２一覧表示処理を前記処理部に実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１記載の電子機器、および請求項３記載の表示プログラムによれば、第１一覧画
像が表示部に表示されている状態において１つ以上のデータを選択する選択操作および第
２指示操作が操作部に対してされたときに、第１一覧画像に代えて第２一覧画像を表示部
に表示させることにより、例えば、数多くのデータの中から複数のデータを選択した際に
、選択対象のデータの全てを選択したか否かの確認を、スクロール操作を何回も繰り返す
ような煩雑な行為を行うことなく、選択した各データの識別情報を一目で確認することが
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できる。このため、この電子機器および表示プログラムによれば、複数のデータの中から
所望のデータを選択する際の操作性を十分に向上させることができる。
【００１０】
　また、請求項２記載の電子機器によれば、操作部に対する条件入力操作によって入力さ
れた条件を満たすデータについての識別情報だけを第１一覧画像に表示させることにより
、第１一覧画像に表示される識別情報の数を減らすことができるため、所望のデータを容
易に捜し出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】携帯型端末１の構成を示す構成図である。
【図２】初期画像Ｇｉの表示画像図である。
【図３】データ情報表示画像Ｇｄの表示画像図である。
【図４】第１一覧画像Ｇ１の表示画像図である。
【図５】第２一覧画像Ｇ２の表示画像図である。
【図６】条件入力画像Ｇｃに条件を入力した状態の表示画像図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、電子機器および表示プログラムの実施の形態について、添付図面を参照して、説
明する。
【００１３】
　最初に、図１に示す携帯型端末１（例えば、スマートフォン）の構成について説明する
。携帯型端末１は、電子機器の一例であって、同図に示すように、記憶部１１、表示部１
２、操作部１３、入出力部１４、カメラ１５および処理部１６を備えて構成され、各種の
処理を実行する端末として機能する。また、携帯型端末１は、図外の音声入出力部を備え
て電話機としても機能する。
【００１４】
　記憶部１１は、後述する第１一覧表示処理および第２一覧表示処理を処理部１６に実行
させる表示プログラムＰｄを記憶する。また、記憶部１１は、測定装置２（図１参照）か
ら出力されて入出力部１４を介して入力した測定データＤｍ、カメラ１５から処理部１６
に出力された写真データＤｐ、および入出力部１４を介して入力したり操作部１３を用い
て入力したりした文書データＤｄ等を記憶する。
【００１５】
　表示部１２は、処理部１６の制御に従って各種の画像を表示する。具体的には、表示部
１２は、記憶部１１に記憶されている各データ（上記した測定データＤｍ、写真データＤ
ｐおよび文書データＤｄ等）の識別が可能な識別情報の一例として、データの生成日時、
データサイズ、およびデータ形式（例えば、図４に示す「測定data」、「撮像data」、「
文書data」）を示す文字情報を一覧にした第１一覧画像Ｇ１（図４参照）を表示する。ま
た、表示部１２は、第１一覧画像Ｇ１の対象とするデータの条件を入力するための条件入
力画像Ｇｃ（図３参照）を表示する。また、表示部１２は、第１一覧画像Ｇ１を表示して
いる状態で選択されたデータについての識別情報だけを一覧にした第２一覧画像Ｇ２（図
５参照）を表示する。また、表示部１２は、測定データＤｍに基づく測定値を表示する。
【００１６】
　操作部１３は、各種の操作ボタン（図示せず）を備えて構成され、これらのボタンが操
作されたときに操作信号を出力する。また、操作部１３は、表示部１２の表面側に配設さ
れた図外のタッチパネルを備えており、タッチパネルに対する操作（タッチ操作）が行わ
れたときにも操作信号を出力する。この場合、この携帯型端末１では、操作部１３のタッ
チパネルに対する操作として、外部機器としての測定装置２からの測定データＤｍの入力
を指示する操作、第１一覧画像Ｇ１の対象とするデータの条件を入力する条件入力操作、
第１一覧画像Ｇ１の表示を指示する第１指示操作、第１一覧画像Ｇ１が表示されている状
態で１つ以上のデータを選択する選択操作、および第２一覧画像Ｇ２の表示を指示する第
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２指示操作、および第１一覧画像Ｇ１や第２一覧画像Ｇ２をスクロールさせる操作などを
行うことが可能となっている。また、カメラ１５に対して撮像を指示する撮像操作（シャ
ッター操作）、および文字（文書）を入力する操作などを行うことも可能となっている。
【００１７】
　入出力部１４は、処理部１６の制御に従い、測定装置２から出力（送信）される測定デ
ータＤｍを入力（受信）する。この場合、入出力部１４および測定装置２は、無線通信で
測定データＤｍの入出力（送受信）を行う。
【００１８】
　カメラ１５は、操作部１３に対して撮像操作（シャッター操作）がされたときに画像を
撮像して写真データＤｐを出力する。
【００１９】
　処理部１６は、操作部１３から出力される操作信号に従って携帯型端末１を構成する各
部を制御する。また、処理部１６は、記憶部１１に記憶されている表示プログラムＰｄに
従って各種の画像を表示部１２に表示させる処理を実行する。この場合、処理部１６は、
操作部１３に対する上記した第１指示操作に応じて第１一覧画像Ｇ１を表示させる第１一
覧表示処理を実行する。また、処理部１６は、操作部１３に対する上記した第２指示操作
に応じて第１一覧画像Ｇ１に代えて第２一覧画像Ｇ２を表示させる第２一覧表示処理を実
行する。
【００２０】
　次に、携帯型端末１の使用方法、および携帯型端末１の動作について、図面を参照して
説明する。
【００２１】
　この携帯型端末１では、外部から入力したデータを記憶部１１に記憶させることが可能
となっている。例えば、図１に示す測定装置２によって測定された測定データＤｍを入力
して記憶部１１に記憶させるときには、操作部１３を操作して測定データＤｍの入力を指
示する。この際に、操作部１３が操作信号を出力し、処理部１６が操作信号に従って入出
力部１４を制御して、測定装置２との間における通信を開始させる。次いで、測定装置２
を操作して測定データＤｍの出力（送信）を開始する。続いて、入出力部１４が、測定デ
ータＤｍを入力（受信）し、処理部１６が、その測定データＤｍを記憶部１１に記憶させ
る。
【００２２】
　また、この携帯型端末１は、カメラ１５を備えており、操作部１３に対する撮像操作に
よってカメラ１５で撮像した写真の写真データＤｐが、処理部１６の制御によって記憶部
１１に記憶される。
【００２３】
　一方、この携帯型端末１では、記憶部１１に記憶されているデータを出力（外部に送信
）したり、記憶部１１に記憶されているデータを消去したり、記憶部１１に記憶されてい
るデータに基づく画像を表示部１２に表示させたりする処理を行う際に、処理対象とする
所望のデータを選択する作業を容易に行うことが可能となっている。
【００２４】
　例えば、記憶部１１に複数のデータが記憶されている場合において、その中から所望の
データを選択するときには、図２に示すように、表示部１２に表示されている初期画像Ｇ
ｉ内のアイコンＩｉの表示部位をタッチ操作（タッチパネルに対するタップ操作）する。
なお、アイコンＩｉの表示部位に対するタッチ操作が第１指示操作に相当する。この際に
、操作部１３が操作信号を出力し、処理部１６が記憶部１１から表示プログラムＰｄを読
み出す。
【００２５】
　次いで、処理部１６は、図３に示すように、表示部１２の表示領域Ｄｅにデータ情報表
示画像Ｇｄを表示させる。この場合、データ情報表示画像Ｇｄの第１表示領域Ｄｅ１には
、第１一覧画像Ｇ１の対象とするデータの条件を入力するための条件入力画像Ｇｃ、およ
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び第１一覧表示処理の実行を指示するアイコンＩｓが表示される。また、データ情報表示
画像Ｇｄの第２表示領域Ｄｅ２には、選択したデータに対して実行させる各処理を示すア
イコンＩｄ１～Ｉｄ３および第２一覧表示処理の実行を指示するアイコンＩｎが表示され
る。
【００２６】
　続いて、処理部１６は、表示プログラムＰｄに従って第１一覧表示処理を実行する。こ
の第１一覧表示処理では、処理部１６は、記憶部１１に記憶されているデータの識別が可
能な識別情報を、記憶部１１に記憶されているすべてのデータ（上記した測定データＤｍ
、写真データＤｐおよび文書データＤｄ）について特定する。この場合、処理部１６は、
識別情報の一例として、データの内容（データ形式）、形式データの生成日時、およびデ
ータサイズを特定する。
【００２７】
　次いで、処理部１６は、図４に示すように、識別情報をデータ毎に一覧にした第１一覧
画像Ｇ１を表示領域Ｄｅ内の第３表示領域Ｄｅ３（第１表示領域Ｄｅ１と第２表示領域Ｄ
ｅ２との間の領域）に表示させる。この第１一覧画像Ｇ１では、一例として、５つの帯状
領域Ｄｂを設け、１つの帯状領域Ｄｂに１つのデータを割り当てて、各帯状領域Ｄｂに各
データの識別情報が表示される。また、この第１一覧画像Ｇ１では、同図に示すように、
各帯状領域Ｄｂに、そのデータを選択したことを示すチェックマークＭｃを表示するサー
クルＭｒが表示される。この場合、データの数が第３表示領域Ｄｅ３に識別情報を表示可
能な数（この例では、５つ）を超えるときには、処理部１６は、操作部１３に対するスク
ロール操作（タッチパネルに対するスワイプ操作やフリック操作）に応じて第１一覧画像
Ｇ１をスクロールさせることで表示される識別情報を切り替える。
【００２８】
　続いて、第１一覧画像Ｇ１内の識別情報から所望のデータを探し、そのデータの識別情
報が表示されている帯状領域Ｄｂをタッチ操作する。なお、帯状領域Ｄｂに対するタッチ
操作が選択操作に相当する。この際に、処理部１６は、図４に示すように、その帯状領域
Ｄｂ内のサークルＭｒ内に、その帯状領域Ｄｂに対応するデータが選択されたことを示す
チェックマークＭｃを表示させる。
【００２９】
　次いで、選択したデータに対する処理の実行を指示する。一例として、選択したデータ
を出力（外部に送信）する出力処理を指定するときには、図４に示すように、各処理に対
して割り当てられたアイコンであって、データ情報表示画像Ｇｄの第２表示領域Ｄｅ２に
表示されているアイコンＩｄ１～Ｉｄ３（以下、区別しないときには「アイコンＩｄ」と
もいう）の中から、出力処理に対して割り当てられたアイコンＩｄ３の表示部位をタッチ
操作する。
【００３０】
　これに応じて、処理部１６は、記憶部１１から選択されたデータを読み出し、続いて、
入出力部１４を制御して、読み出したデータを出力させる。
【００３１】
　また、複数のデータを選択してそれらのデータを一括で処理させるときには、選択対象
（処理対象でもある）の各データの各帯状領域Ｄｂを順次タッチ操作した後に、処理に対
して割り当てられた各アイコンＩｄのいずれかの表示部位をタッチ操作することで、選択
した複数のデータが一括で処理される。
【００３２】
　一方、記憶部１１に数多くのデータが記憶されているときには、第１一覧画像Ｇ１に表
示される識別情報の数も多くなるため、所望のデータを選択するには、第１一覧画像Ｇ１
をスクロールさせるスクロール操作を何回も繰り返さなければならないことがある。この
ような場合において、上記したように、複数のデータを選択して、それらのデータを一括
で処理させるときには、選択対象のデータの全てを選択したか否かを確認する際にも、ス
クロール操作を何回も繰り返すこととなる。
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【００３３】
　このような、煩雑な行為を回避するため、この携帯型端末１には、選択したデータの識
別情報を一目で確認するための機能が備えられている。具体的には、第１一覧画像Ｇ１が
表示されている状態において、上記したように、複数のデータの各帯状領域Ｄｂを順次タ
ッチ操作した後に、図４に示すように、データ情報表示画像Ｇｄの第２表示領域Ｄｅ２に
表示されているアイコンＩｎの表示部位をタッチ操作する。なお、アイコンＩｎの表示部
位に対するタッチ操作が第２指示操作に相当する。
【００３４】
　これに応じて、処理部１６は、第２一覧表示処理を実行する。この第２一覧表示処理で
は、処理部１６は、選択されたデータ（チェックマークＭｃが表示された帯状領域Ｄｂに
対応するデータ）を特定し、次いで、処理部１６は、図５に示すように、選択されたデー
タについての識別情報だけを一覧にした第２一覧画像Ｇ２を、第１一覧画像Ｇ１に代えて
データ情報表示画像Ｇｄの第３表示領域Ｄｅ３に表示させる。この場合、第２一覧画像Ｇ
２には、５つのデータの識別情報（帯状領域Ｄｂ）が表示可能であり、選択されたデータ
が５つを超えるときには、処理部１６は、操作部１３に対するスクロール操作に応じて第
２一覧画像Ｇ２をスクロールさせる。
【００３５】
　上記した第２一覧画像Ｇ２を表示させることで、第１一覧画像Ｇ１をスクロールさせる
スクロール操作を繰り返して数多くのデータの中から複数のデータを選択した場合であっ
ても、選択した各データの識別情報を一目で確認することが可能となる。
【００３６】
　また、記憶部１１に膨大な数のデータが記憶されているときには、第１一覧画像Ｇ１に
表示される識別情報を絞り込むことで、選択対象のデータの捜し出しが容易となる。この
ような使用形態に対応するため、この携帯型端末１には、データを絞り込む機能が備えら
れている。具体的には、第１一覧画像Ｇ１に全てのデータの識別情報が表示されている状
態（図４の状態）において、絞り込み後の第１一覧画像Ｇ１の対象とするデータの条件（
絞り込み条件）をデータ情報表示画像Ｇｄの第１表示領域Ｄｅ１に表示されている条件入
力画像Ｇｃに入力する（条件入力操作を行う）。この場合、一例として、選択対象のデー
タが有する識別情報の一部を絞り込み条件とする。
【００３７】
　続いて、絞り込みの実行（入力した絞り込み条件に適合するデータの検索）を指示する
アイコンＩｓの表示部位をタッチ操作する。これに応じて、処理部１６は、図６に示すよ
うに、全てのデータの識別情報を含む第１一覧画像Ｇ１に代えて、絞り込み条件に適合す
るデータの識別情報だけで構成された第１一覧画像Ｇ１を表示領域Ｄｅ内の第３表示領域
Ｄｅ３に表示させる。この場合、同図に示すように、一例として、データ生成日の範囲（
２０１５年８月１日～２０１５年１２月３１日）、およびデータの種類（測定データ）を
絞り込み条件として入力したときには、その条件に適合するデータの識別情報だけが第１
一覧画像Ｇ１に表示される。以上のように、絞り込み条件が共通するデータの識別情報だ
けを第１一覧画像Ｇ１に表示することで、第１一覧画像Ｇ１に表示される識別情報の数を
減らすことができるため、選択対象のデータを容易に捜し出すことが可能となる。
【００３８】
　このように、この携帯型端末１および表示プログラムＰｄによれば、第１一覧画像Ｇ１
が表示部１２に表示されている状態において１つ以上のデータを選択する選択操作および
第２指示操作が操作部１３に対してされたときに、第１一覧画像Ｇ１に代えて第２一覧画
像Ｇ２を表示部１２に表示させることにより、例えば、数多くのデータの中から複数のデ
ータを選択した際に、選択対象のデータの全てを選択したか否かの確認を、スクロール操
作を何回も繰り返すような煩雑な行為を行うことなく、選択した各データの識別情報を一
目で確認することができる。このため、この携帯型端末１および表示プログラムＰｄによ
れば、複数のデータの中から所望のデータを選択する際の操作性を十分に向上させること
ができる。
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　また、この携帯型端末１および表示プログラムＰｄによれば、操作部１３に対する条件
入力操作によって入力された条件を満たすデータについての識別情報だけを第１一覧画像
Ｇ１に表示させることにより、第１一覧画像Ｇ１に表示される識別情報の数を減らすこと
ができるため、所望のデータを容易に捜し出すことができる。
【００４０】
　なお、電子機器および表示プログラムは、上記の構成に限定されない。例えば、携帯型
端末１の入出力部１４と測定装置２とが無線通信で測定データＤｍの入出力（送受信）を
行う例について上記したが、入出力部１４と測定装置２とが通信用ケーブルを介して測定
データＤｍの入出力を行う構成を採用することもできる。
【００４１】
　また、条件入力画像Ｇｃ、第１一覧画像Ｇ１および第２一覧画像Ｇ２の表示態様（画像
のデザイン）は一例であって、適宜変更することができる。
【００４２】
　また、記憶部１１を備え、その記憶部１１に記憶されているデータを対象として第１一
覧表示処理および第２一覧表示処理を実行する例について上記したが、外部の記憶部に対
して第１一覧表示処理および第２一覧表示処理を実行する構成（記憶部１１を備えていな
い構成）を採用することもできる。
【００４３】
　また、電子機器としての携帯型端末１に適用した例について上記したが、電子機器は、
携帯型端末１に限定されず、パーソナルコンピューターや測定装置が含まれる。したがっ
て、パーソナルコンピューターや測定装置２において上記した表示プログラムＰｄを実行
することで、携帯型端末１が有する機能をパーソナルコンピューターや測定装置２に付加
することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　　　１　携帯型端末
　　１１　記憶部
　　１２　表示部
　　１３　操作部
　　１６　処理部
　　Ｇ１　第１一覧画像
　　Ｇ２　第２一覧画像
　　Ｇｄ　データ情報表示画像
　　Ｉｉ　アイコン
　　Ｉｎ　アイコン
　　Ｉｓ　アイコン
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(11) JP 2017-130084 A 2017.7.27

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5E555 AA29  BA06  BB06  BC17  BE12  CA12  CB33  CB39  CB42  CC04 
　　　　 　　        DA02  DB11  DB20  DB21  DC02  DC18  DC74  FA00 
　　　　 　　  5K127 AA11  BA03  BB22  BB33  CA08  CB12  CB22  CB28  GA14  GD07 
　　　　 　　        HA08  JA54  KA02  KA17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

